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○再発防止策の実施スケジュール

Ⅰ 徹底した情報公開と県民監視体制の構築

出納管理課１ 公金支出のインターネットによる徹底した情報公開

対 策 事 項 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

(1) 年間約１４０万件
○関係所属協議 ●の公金支出に関する

公開開始インターネットでの
○ｼｽﾃﾑ開発委託 ○各所属でのﾃﾞｰﾀ全面公開
契約 確認ｼｽﾃﾑの運用 ○意見・対応
○通知 開始 の公表

(2) 交際費、懇談会経
○公開方法の検討 ●費に関するインター

公開開始ネットでの詳細情報
○関係所属協議公開

○通知

２ 公金関連文書等に関する情報公開の拡大

法務・情報公開課（１）旅費・会議費に関する公文書の自由閲覧制度の導入

対 策 事 項 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

実施要領作成、各◇閲覧に係る実施要領 ●
所属へ通知等の整備
（県政再生推進本部
本部員会議終了後）

10月分閲覧開始 11月分閲覧開始 12月分閲覧開始 １月分閲覧開始 ２月分閲覧開始◇対象公文書の閲覧 ● ● ● ● ●

法務・情報公開課（２）会計記録の保存期間の延長

対 策 事 項 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

①保存期間を延長する会計関係書類の範囲の特定

会計関係書類の○関係所属協議 ●
範囲決定
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②平成１８年度までに作成した会計関係書類の保存期間の延長

〔保存期間の延長〕
結果確認・文書管理システム登 ○通知 ○入力データ抽出 ○保存期間の ●

録済データの変更 （各所属） 延長作業

変更作業完了・紙文書の保存期間の ○通知 ○ ●
変更 所属保管の紙文書の保存期間の変更（庁外書庫の紙文書は、 以降作業）H19.10

③平成１９年度以降に作成する会計関係書類の保存期間の見直し

〔保存期間の見直し〕
平成１９年度・共通文書分類表の見 ○共通文書分類表 ●
共通文書分類直し の見直し 照会（ ）
表決定（関係課）

○回答

公文書規程の●・公文書規程の一部改
一部改正正

・共通文書分類表の文 ●
システムへ反映書管理システムへの

反映

出納管理課（３）入札執行結果・随意契約理由の全面情報公開

対 策 事 項 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

◇ ○関係所属協議 ●全面情報公開
公開開始

○ｼｽﾃﾑ開発委託 ○ﾃﾞｰﾀ登録ｼｽﾃﾑの
契約 運用開始(添付ﾌｧ
○通知 ｲﾙ登録含む)

再発防止策推進チーム３ 「県政監視委員会」の創設

対 策 事 項 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

◇県政監視委員会の ○制度検討 ● ○条例案準備要綱決定
創設 ○人選関連作業 ○委員委嘱 ●公募 ○条例案上程

○公募開始 委員決定
活動開始●
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再発防止策推進チーム４ 職員不正行為通報制度の整備

対 策 事 項 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

○制度の検討 ●運用開始(1) ｢県職員不正行為
○関係課との調整１１０番｣の設置

○制度見直し ●運用開始(2) 県の内部告発制度
○窓口、ポータル等準備の見直し

監査委員事務局５ 監査委員による監査の強化・充実

対 策 事 項 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

(1) 監査委員の増員

◇監査機能の強化 ○監査体制の見直し ● ○委員の選任手続 ○委員の選任同意条例改正
（３月又は６月）

(2) 監査業務の第三者への委託

○委託業務実施計画
作成

◇試行実施 年度 ○予算協議 ○委託契約準備作 ● ○委託結果検証（ ）18 委託契約締結
予備監査実施業 ●

◇導入実施 年度 ○当初予算要求 ○委託内容検討 ○委託契約準備作（ ）19
業
●１９年４月
委託契約締結
●１９年５月
予備監査実施

(3) 監査結果の全面公開

監査結果の全面◇公表基準の撤廃 ○公表手法の検討 ●
公開

(4) 監査委員事務局体制の見直し

◇独立性の確保 ○実態調査 ○監査事務体制の
充実強化に向け
た検討
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Ⅱ 「県民の目線」を自らのものとするための意識改革

再発防止策推進チーム１ 職員倫理確立に向けた行動指針の策定

対 策 事 項 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

(1) ｢県職員倫理憲章｣
の制定

○策定チーム編成
制定○素案作成 ●

実行計画策定条項案検討 ●
実行計画検討 実施

( ) ｢ ●１９年７月2 県職員倫理月間｣
倫理月間の設定

地方自治大学校２ 職員の意識改革のための実地体験型研修プログラムの整備

～ １９年度対 策 事 項 １０月 １１月 １２月 １月 ３月

研修の実施(1) 全職員を対象とし ○研修方法の検討 ○税務課との協議 ○研修実施要領案 ●
の作成た県税徴収実習の実

施

研修の実施(2) 福祉施設での介護 ○研修方法の検討 ○健康福祉政策課 ○研修実施要領案 ●
結果の報告など実地体験研修の 等と協議 の作成 ●

○県福祉事業団へ （レポート提出）実施
◇福祉施設での介護 依頼

◇民間企業での接客業 ○研修方法の検討 ○産業政策課等と ○研修実施要領案 ○各課へ依頼
務の体験研修 協議 の作成 ○各課で派遣先の

○県商工会連合会 決定
研修の実施等関係団体へ依 ●

頼

○研修方法の検 討 ○関係機関との協(3) 本事案を題材とし
研修の実施た研修の実施 議 ●

○全所属へ通知
○研修実施要領案
の作成
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人事課３ 県職員によるボランティア活動の積極的な実施

対 策 事 項 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

○ ●(1) 所属・地域等を単
活動実績報告位とするボランティ 各所属通知
とりまとめア活動の実施 (所属単位) ○

○ 年間計画の （所属単位）
実施方法の検討 とりまとめ 実施 <４月>

随時実施（ ）所属単位 ●
○

地域等単位
仕組み作り ○

各所属通知
（ ）地域単位

各所属通知○ （必要の都度）(2) 災害復旧支援ボラ
実施ンティア活動の強化 ●

●ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ機動
班とりまとめ

○(3) 地域活動への積極
随時実施的な参加の奨励 通知文案作成 ●

○
各所属へ通知

財政課、人事課、行政改革課、職員厚生課、管財課、出納管理課４ 「予算使い切り」の廃絶と徹底した経費節減の実施

対 策 事 項 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

(1) 予算を残すノウハ
○ウの全庁的共有

実施方法の詳細検討
◇ 残し方事例集作成 ○ ● ●「 」

幹部会議で報告 幹部会議で報告各所属あて
周知・募集 ● ●RENTAIに掲示

RENTAIに掲示
○予算編成に反映

検証(2)「年度末の駆け込み
○ ○ ○ ●執行防止」のための

３月補正予算案へ反映事業検証の実施 検証実施要領、調査 各部課への照会 各部課からの
様式の検討・作成 回答
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(3) 徹底した経費節減

（事務費に関する見直し）
①ｰｱ
個人専用に近い形で使用する文房具
の公費購入の見直し
◇文房具の分類 ○公費購入品と個人購入品の分類

○公費購入品の管理方法の検討

通知文書 各所属で本格実◇職員への周知 ● ●
発出 施

①ｰｲ
規則改正被服貸与の見直し 各機関・他県・市町村状況調査 基本方針の策定 ○改正案作成 ●
H.19.4◇規則改正

①ｰｳ
◇消耗品等の一括購 ○要望等に係る ○調査結果 ○削減効果検討
入 調査の実施 のまとめ
◇物品の共同購入 ●

○発注業務指定物品調達
● ○通知計画(案)決定

共同購入適正
物品の決定

（職員の特殊勤務手当や職員が利用する県有資産の見直し）
②ｰｱ

見直し特殊勤務手当、旅費 ○見直しへ向けての検討 ●
等の見直し

◇条例改正が必要な 提案 可決の場合
施行もの ○ ○●

②ｰｲ
基本方針の決定 実施に向けた職員駐車場の有料化 ○関係所属との調整 ○検討資料 ○ ● ●

準備について ○他県調査 作成 基本方針案作成
○資料収集 ・協議

②ｰｳ
基本方針の決定 実施に向けた職員宿舎のあり方に ○関係所属協議 ○調査結果 ○ ● ●

準備係る総点検 まとめ 基本方針案作成（県警・危機管理課等）
○ ｱﾝｹｰﾄ ○ ・協議職員
○他県調査 検討資料作成
○資料収集
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人事課５ 管理職の意識改革

対 策 事 項 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

(1) 管理職に対する部
実施下からの意見具申制 ○実施要領 ○庁内周知 ●

制定度の導入

○設置要綱(2) 管理職による「組
制定織運営会議」の全庁

実施的実施 ○庁内 ●
周知 （毎月実施）

６ 新規採用職員の倫理意識の涵養

人事委員会（１）社会貢献活動経験を重視した採用基準の強化

対 策 事 項 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

改正案決定◇面接カードの見直し ○改正案作成 ●

◇評価基準の見直し ○改正案作成 ○任命権者調整

改正案決定●

地方自治大学校（２）公務員倫理教育の徹底

～ １９年度対 策 事 項 １０月 １１月 １２月 １月 ３月

◇新規採用職員研修時 ○研修方法の検討 ○研修方法の検討 ○研修実施要領案 ○内部講師の依頼
研修の実施における公務員倫理 の作成 ●

教育の強化・充実
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行政改革課（全体進行）Ⅲ 「県庁の内なる総点検」の実施

対 策 事 項 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

◇フォローアップ委員 ○委員会開催 ○委員会開催 ○委員会開催 ○委員会開催10/24
会での審議 ○再生プログラ 下旬 １月 ３月12

点検結果のム説明・審議 ・内部での点検 ○点検の進捗 ○点検の進捗 ●
取りまとめ○導入予定の制 実施 状況報告 状況報告

度説明 ○新制度案の ○新制度案の
○今後のスケジ 審議 審議
ュール説明

◇県民との意見交換 ○新制度案に対す
る意見交換
○点検結果の公表 ・県民からの意見は随時、新制度案に反映

◇点検項目の進捗管理
・内なる総点検の点検項目の進捗状況確認、管理

出納事務局、財政課１ 会計事務のチェック機能及び予算執行基準に関する総点検

対 策 事 項 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

結果とりまとめ①予算執行システムの ○関係所属協議 ○ ○ ○意見聴取開始 ●
検証 ○課題の整理 検討資料作成 改正案作成 ○通知

予算執行基準の②懇談会経費等ガイド ○他県調査 ○ ○ ○意見聴取開始 ●
決定ラインの見直し ○実績調査 調査結果まとめ 予算執行基準

案の作成 ○通知

③審査及び検査体制の ○審査・検査体制
強化 の見直し

○通知
●

（ ）審査・検査での ※特別検査は１１月で終了
事実確認調査導入
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２ 事務事業評価及び予算編成に関する総点検

行政改革課（１）事務事業評価制度の見直し

対 策 事 項 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

①見直し手法等につい ○制度素案の策定
てのフォローアップ

委員会意見委員会協議 ○委員会協議 ●
とりまとめ制度設計協議

②各部等における自己 （４月以降）
点検 ○１９年度事業に

ついての自己点
１８年度事業についての自己点検 検実施

③ＮＰＯ等への再点検 （４月）
委託 ○委託内容検討 ○再点検委託契約

手続き開始

（６月頃）
○ＮＰＯ等への
再点検委託

（１０月頃～）
翌年度予算への●
反映

財政課（２）予算編成に関する情報公開の見直し

対 策 事 項 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

編成プロセス 各種資料掲載 編成プロセス◇予算に関する情報 ● ● ●
・要求状況公開 ・決定状況公開の見直し ・記者発表

・予算の説明
各種情報掲載●
・Ｑ＆Ａ
・用語集

人事課３ 県組織内の課題に関する自己点検

対 策 事 項 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

要綱廃止(1) 県顧問の廃止 ●
10/11
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(2) 職員組合との適正
な関係の構築

＜○●組合自身の再建・再生の自主的取り組みと整合をとって実施＞

行政改革課、人事課（３）組織の抱える問題の自己点検と風通しのよい組織風土づくり

対 策 事 項 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

①業務・執務環境等の
改善に関する職員提
案制度の導入

募集実施・職員提案募集 ○仕組みの検討 ●
とりまとめ （● 年４月H19

）結果公表

全職員に対し周知・行政改革課長の部屋 ●

運用開始・意見募集制度 ○仕組みの検討 ●

○職員への周知②職員相談窓口制度の
実施導入 ●

人事課（４）人事異動ルールの改革

対 策 事 項 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

◇人事異動ルールの改 春の定期異動 ● 付け19.4.1
人事異動革 ○人事異動案作成

＜● ＞随時実施

行政改革課４ 外郭団体・実行委員会等に関する総点検

対 策 事 項 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

(1) 外郭団体との関係の見直しと不正資金の調査

予算発表①事務事業の見直しに ○ ●
・見直し結果公表よる団体への関与縮 関与の見直し （予算協議）

小
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②県職員派遣などの人 ○ ●
見直し結果公表的関与の見直し 事務事業の見直しに

併せて人的関与の見
直し

ＨＰによる③外郭団体の情報開示 ○関係各課へ通知 ●
情報開示を充実 ○外郭団体へ協力を

依頼

④外郭団体の不正経理 ○ ●
調査結果のについての実体調査 調査実施
とりまとめ

(2) 実行委員会方式の見直し
(3) 県が関与する任意団体の見直し

◇現況調査及び見直し ○ ○ ●
存続する実行委員現況調査 関与の見直し
会等をＨＰで公表

◇不正経理についての ○ ●
調査結果の実体調査 調査実施
とりまとめ

Ⅳ 県政の再生に向けた庁内体制の構築

（１）全庁的な法令遵守推進母体となる「県政再生推進本部」の設置

対 策 事 項 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

◇県政再生推進本部の ● 毎週開催 月内に２回開催 毎月１回開催10/11 第１回
開催 毎週開催

（２）法令遵守施策を担当する「監察監」及び「監察課」の新設

対 策 事 項 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

◇監察監・監察課の ○再発防止策チー ○部等設置条例
新設 ムによる事務の 改正案上程

新設先行実施 ●


